
川崎市コンタクトセンター通話録音に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市コンタクトセンター（以下「コンタクトセンター」という。）に

おいて通話録音を行う場合に、その運用に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の

保護及び業務の適正な管理を図ることを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）通話録音とは、コンタクトセンターで受電した電話で次に掲げるものの通話内容を録音

することをいう。 

ア サンキューコールかわさきの代表電話番号「044-200-3939」宛ての電話 

イ 本庁舎代表電話番号「044-200-2111」宛ての電話 

ウ 次に掲げる区役所（支所）総合案内電話番号宛ての電話 

  （ア）川崎区役所総合案内電話番号(044-201-3113) 

  （イ）大師支所総合案内電話番号(044-271-0130) 

  （ウ）田島支所総合案内電話番号(044-322-1960) 

  （エ）幸区役所総合案内電話番号(044-556-6666) 

  （オ）中原区役所総合案内電話番号(044-744-3113) 

  （カ）高津区役所総合案内電話番号(044-861-3113) 

  （キ）宮前区役所総合案内電話番号(044-856-3113) 

  （ク）多摩区役所総合案内電話番号(044-935-3113) 

  （ケ）麻生区役所総合案内電話番号(044-965-5100) 

（２）通話録音業務とは、コンタクトセンターにおける録音機器の設置及び通話録音並びに通

話録音記録の運用に関する業務をいう。 

（３）応対品質とは、コンタクトセンターで電話応対を行うオペレーターの応対の正確性、応

対態度及び応対速度をいう。 

（４）不審な電話とは、コンタクトセンターで受電した川崎市民や川崎市職員に対する脅迫な

ど人命や市民生活の安全を脅かすおそれのある不審な電話をいう。  

（５）録音機器とは、コンタクトセンターにおける通話録音機能を有する電話交換設備など通

話録音を行う機器をいう。 

（６） 保管用機器とは、録音機器により録音された音声データを保管する機器又は媒体をいう。 

（７） 通話録音記録とは、コンタクトセンターにおける通話内容を録音した音声データをいう。 

（８）通話録音記録の運用とは、コンタクトセンターにおける通話録音記録の保管、再生、複

製、提供及び消去を行うことをいう。 

（通話録音業務管理責任者等の設置） 

第３条 通話録音業務を行うコンタクトセンターには、通話録音業務管理責任者（以下「管理

責任者」という。）を置き、コンタクトセンターを所管する課長をもってこれに充てる。  

２ 管理責任者は、コンタクトセンターにおける通話録音業務を統括し、通話録音業務がこの

要綱に則して適正に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。  



３ 管理責任者は、通話録音業務の適正化を図るため、所属職員のうちから通話録音業務担当

者（以下「担当者」という。）を指定することができる。 

４ 担当者は、管理責任者の指揮監督の下に、通話録音業務を行う。 

（録音機器の設置及び通話録音） 

第４条 管理責任者は、オペレーターの応対品質の向上及び不審な電話への対応を目的に通話

録音を行うことができ、通話録音を行うときは、市のホームページ等に通話録音を行う旨を

掲出しなければならない。 

２ 管理責任者は、録音機器の設置に当たっては、設置台数が前項の目的を達成するために必

要な最小限の台数となるよう調整しなければならない。 

（通話録音記録の運用） 

第５条 通話録音記録は現状のまま保管用機器に移し、通話録音をした日の翌日から起算して

１４日後まで保管するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、管理責任者は、通話録音記録

を保管する期間を別に定めることができる。  

３ 通話録音記録は通話時のまま保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。  

４ 管理責任者は、保管用機器について、施錠することができる保管庫に保管するなど盗難及

び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。 

５ 通話録音記録は、前条第１項の目的を達成するために必要な場合及び管理責任者が特に必

要と認める場合を除き、これを複製し、又はコンタクトセンター施設以外に持ち出してはな

らない。 

６ 管理責任者は、本市以外のものに対して、前条第１項の目的の範囲を超えた通話録音記録

の提供をしてはならない。ただし、川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例第２６

号。以下「個人情報保護条例」という。）第１１条第２項各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

７ 管理責任者は、保管期間を経過した通話録音記録を確実かつ速やかに消去しなければなら

ない。 

８ 管理責任者は、前各項の規定に定めるもののほか、保管する通話録音記録について、漏え

い、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。 

（通話録音業務の一部委託） 

第６条 管理責任者は、必要があると認めるときは、コンタクトセンターにおける通話録音業

務の一部を、コンタクトセンター運営業務委託の受注者（以下「受注者」という。）に行わ

せることができる。この場合において、受注者は、管理責任者と同等に個人情報の保護に努

めなければならない。 

２ 前項の規定により業務の一部を受注者に行わせる場合には、管理責任者は、委託契約等に

より、個人情報の保護に関し十分な措置を講じさせなければならない。 

３ 第１項の規定により業務の一部を受注者に行わせる場合には、管理責任者は、必要がある

と認めるときは、いつでもコンタクトセンター施設等を実地に調査し、又は当該通話録音業

務の状況に関し、受注者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行う。  



４ 受注者は、コンタクトセンター運営業務委託終了後は、通話録音記録の復元ができないよ

う、データ消去ソフトを用いるなど確実な方法により、録音機器及び保管用機器から通話録

音記録を消去しなければならない。  

（通話録音記録の事故報告） 

第７条 管理責任者は、通話録音記録の漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じた場合は、速

やかにこれをコンタクトセンターを所管する部長及び局長に報告しなければならない。 

（苦情等への対応） 

第８条 管理責任者は、市民等から通話録音業務に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適

切な対応に努めるものとする。 

（個人情報保護条例の遵守） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、管理責任者、担当者その他コンタクトセンターにおけ

る通話録音業務を行う者は、個人情報保護条例及び川崎市情報セキュリティ基準の趣旨に則

り、通話録音業務が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措

置を講じなければならない。 

（開示等請求における対応） 

第１０条 管理責任者は、本人及び個人情報保護条例第１６条第３項で開示等請求を認められ

た者から通話録音記録の保有個人情報開示等請求があったときは、通話録音記録だけでなく

他の情報と照合するなど、本人の確認について慎重な措置を講じるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 


